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庁議におけるこれまでの議論
【ふれあい広場整備とした理由について】
○なぜふれあい広場とすることとしたのか。
→地域からもふれあい広場の整備ということで要望があり、その後、地域にヒアリングなどを行った
結果、多くの年代の市民が活用できる広場ということで、ふれあい広場としての整備を進めていくこと
とした。２月３日の関係課長打合せ会議でも整備をすることで進めていって良いのではないかと意見
をいただいている。

【跡地利用について】
アセットマネジメント推進課では、今年度、跡地利用について検討する庁内横断組織を作った。本案
件については、２月３日の関係課長打合せ会議の結果を踏まえて、ふれあい広場として整備していく
ということで承知している。

【整備費用について】
○整備費は今後圧縮していく可能性があるのか。
→地域と調整していく。
○トイレなどは近隣施設に利用させてもらうなどの方法が取れないか。
→公民館がすぐ近くにあるが、グランドレベルに違いがあるため遠回りしなければならない。但し、地
域には、トイレについては、公民館のものを使用してもらう可能性があることは伝えている。また、給
水管については、既存のものを利用できると聞いている。

【財源について】
○推進プログラムに載っているのか。
→載っている。
○局の中では優先順位は高いものであるという認識で良いか。仮に推進プログラム等の関係で先送
りなどとなった場合は、局枠予算で対応できるか。
→調整していきたい。
○防火水槽を移す場所はあるのか。
→公民館や学校などの施設はあるが、調整は行っていない。

調整会議の

主な議論

（8/4）



1

千木良保育園跡地における
ふれあい広場の整備について

令和４年８月１６日 市民協働推進課



地域の概要
＜千木良地区の概要＞

相模湖地区自治会連合会の３中間連合の１つ地区内（大字内）
人口 １，６３１人（令和4年1月1日現在 住民基本台帳人口）

2

小原ふれあい広場

千木良小学校候補地
（千木良保育園跡地）

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

千木良公民館

ゲートボール場
跡地



◆所在地 緑区千木良９８３番地１外１（土砂災害警戒区域）
◆用 地 市有地（保育課） ◆面 積 １５４４．９５㎡（登記簿地目：宅地・雑種地）

防火水槽埋設
傾斜が掛かって
いる部分

ネットフェンス
解体時に残置となっているが、
老朽化が激しいため更新が必要

整備地の概要

給水管
（消防団詰所）

給水管（民地）



候補地選定理由（要望書から抜粋）

4

（１）千木良保育園は地区としても愛着があり、その場所を子供の遊びや自治会等
の活動の場として公共的な利用ができることは地区住民の念願であること。

（２）候補地は立地的に千木良地区自治会区域の中央に位置しており、住民が集
まりやすく地域の拠点として多くの利用が見込まれること。

（３）民間との土地賃貸借契約と違い、市有地であるため安定した用地の確保が
できること。

（４）市が無償で借用している候補地近隣の「千木良ゲートボール場」について、
貸付人の申出により当該用地の一部を年内に返還する予定であり、従前どお
りの使用が難しくなり、代替地の検討が必要であること。

（５）候補地の隣地には消防団第三分団詰所があり、地域との防災活動の拠点
と して活用できるうえ、埋設されている防火水槽を引き続き確保できるとともに、
移設費用が不要となること。



経過等
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■一般的な設置までの手順
①地域住民による広場選定委員会で 候補地を選定し、要望書を提出
②市で検討を行う
③広場整備
④条例改正
⑤供用開始

■経過
H 30.12 相模湖地区自治会長会議で千木良保育園の方針説明（保育課）
R 3. 9 千木良地区ふれあい広場選定委員会より要望書受理
R  3.12 千木良地区へ要望に関する意見聴取

■千木良地区ふれあい広場選定委員会
【広場選定委員会構成団体】

①千木良地区自治会連合会 ②相模湖地区社会福祉協議会
③相模湖地区公民館運営協議会 ④千木良小学校ＰＴＡ
⑤千木良地区老人会 ⑥相模湖地区スポーツ推進員



ふれあい広場とは

6

■概要：軽スポーツ、レクリエーションなどに利用する
市民のコミュニティ活動促進のための多目的広場

■設置場所：全市で４０か所設置(令和４年４月現在)

■設置基準：各公民館区２か所を上限に設置可能。但し、旧４町は
地区自治会連合会に属する中間連合数を上限に設置可能。

➡相模湖地区は１広場設置済み（小原ふれあい広場）で、
中間連合が３つあるため３広場設置可能

■面積：概ね１，０００㎡～２，０００㎡

■管理：管理運営委員会（又は自治会）を設置し、生垣や低木の剪定、
側溝の清掃等をアダプト制度で行う。

■設備：防球ネット・防犯灯・清掃用具保管庫・ 便所・水飲み場等を
必要に応じて設置することができる。



財政効果・影響 懸念事項等

売
却

・土地の売却による歳入増
（５千万円～６千万円弱見込）

・敷地内に埋設されている防火水
槽の撤去費用（３百万円）、新設
費用（２千万円）が必要。

・隣地の消防団の詰所の給排水
管が埋設されているため、撤去
新設費用（１千５百万円）が必要。

・売却等取引にあたり、土砂災害警戒
区域（イエローゾーン）内である旨につ
いて重要事項の説明を行うことが義務
づけられているため、土地そのものの
売却が順調であるかは不透明である。

整
備

・地域の要望どおりの付帯設備を
用意した場合に、約３千５百万円
程度の整備費を想定（地域との
対話を続け、市の財政状況を理
解していただき、圧縮を図る）。

売却と整備の比較

7



付帯設備等地域からの要望
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付帯設備 要望

① 防球ネット 高さ４ｍで、国道２０号側間地ブロック
以外の３面に設置（費用面で困難な場
合はこの限りではない。）

② 防犯灯 既存灯３本が撤去されるため可能な限
り設置。

③ 清掃用具保管庫 設置（園庭の端側）

④ 便所 可能な限り設置（園庭の端側）

⑤ 水飲み場 設置（園庭の端側）



予算積算

9

付帯設備 金額（概算）

① ネットフェンス及び砂舗装等 18,000 千円

② 防犯灯 1,700 千円

③ 清掃用具保管庫 300 千円

④ 便所（RC造） 12,000 千円

⑤ 水飲み場 3,000 千円

管 理 費 等 金 額（年間）

① 街美化アダプト支援費 ４６ 千円

② 水道料金 １９ 千円

③ 電気料金 １８ 千円

＜整備費＞

＜維持管理費＞



10

ふれあい広場の設置について、設置基準を満たすもの
であり、地域からの要望があること、地域において様々
な利用の想定があり、当該広場の設置により、ふれあい
のある明るいまちづくりに向け、コミュニティ活動が促進
されるものと考えられる。

当該地の売却が市にもたらす利益よりも、中山間地で
ある当該地域の活性化によって、市民生活の向上に資
するものと考え、千木良保育園跡地を、ふれあい広場と
して整備していきたい。

但し、整備については地域と対話を続け、なるべく圧縮
して整備をできるように理解を求めていきたい。

方針



スケジュール
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（様式４） 

第４回 決定会議 議事録 

令和４年８月１６日 

 
 
１ 千木良保育園跡地におけるふれあい広場の整備について 

【市民局市民協働推進課】  

 

（１）主な意見等 

〇（総合政策・少子化対策担当部長）相模湖地区の３つの中間連合はどの地区を指すのか。 

→（市民協働推進課長）相模湖地区の中間連合は、千木良地区、与瀬地区、小原地区であ

る。 

〇（総合政策・少子化対策担当部長）ふれあい広場のない与瀬地区からの要望等はあるか。 

→（市民協働推進課長）要望はない。 

〇（財政局長）そもそも、市として、増やしていく方向性なのか、今回の提案は地域の要望に

対応したものなのか。要望のみを根拠にふれあい広場を設置するのはいかがかと思われる。

ふれあい広場条例等ではどのように規定されているのか。 

→（市民協働推進課長）ふれあい広場設置基準では、各公民館区に２箇所を限度として設置

できるとなっている。 

→（財政局長）本件の候補地は市有地であり、市有地についてふれあい広場を増やす方向性

であれば、地域の要望に対し、跡地利用について庁内調整をした結果、地域の要望に応じ

ることになった点は一定の理解ができるものの、市有地の未利用地の使用についてあら

かじめ考え方が示されているべきである。また、整備費を市が全額負担しなければなら

ないのか、実際に使用する地域住民に負担を求めることはできないのか。 

→（市民協働推進課長）これまでもふれあい広場の整備費等は市が負担している。子どもの

広場は地域の方が負担していることもあると伺っている。 

〇（財政局長）条例によって、ふれあい広場は市が設置し、市が整備すると定められている

が、付帯設備については地域の要望に応じているとのことで、これを機に付帯設備の有無

等についても、地域との対話の中で、金銭的な理由にならないように一定の基準を設けた

ほうが良いと思われる。 

→（市民協働推進課長）各地域で使用ルールを定めていただき、そのルールに則り必要な設

備を設置している。 

→（財政局長）その使用ルールは市民協働推進課で管理をしているのか。 

→（市民協働推進課長）内容は把握しているが、地域が管理をしている。 

〇（財政担当部長）ふれあい広場の設置は直近ではいつ頃か。 

→（市民協働推進課長）平成３０年に城山ふれあい広場を設置している。 

→（財政担当部長）コミュニティの増進のため市が設置する広場だが、地域の要望を受けて

設置を検討するというスキームになってしまっている。本件については、未利用資産の

活用の観点で検討されていると認識している。地域の要望に対して、むやみにふれあい

広場を設置しているのではなく、本件のように未利用資産の有効活用など、設置にかか

る市の考え方を整理する必要があると思われる。 

〇（財政局長）整備する付帯設備の基準はあるのか。 



→（市民協働推進課長）相模原市ふれあい広場設置基準の中で設置可能なものを規定して

いる。 

→（財政局長）設置基準にある「必要に応じて」という部分は地域との対話の中でその都度

決めていくことになるということか。 

→（市民協働推進課長）その通りである。 

〇（総合政策・少子化対策担当部長）全市４０カ所にあるとのことだが、設置基準にある 2 カ

所設置を満たしていない地区はあるのか。課題となる地区はあるのか。 

→（市民協働推進課長）公民館区で小山地区、横山地区、光が丘地区、陽光台地区、橋本地

区、大沢地区、新磯地区、相武台地区は１箇所しかない。１箇所もないのは麻溝地区。城

山地区は基準より１箇所少なく、津久井地区も中間連合が５つある内ふれあい広場は３

箇所しかない。藤野地区は１箇所もなく、よく話題にはなる。 

〇（市長公室長）設置基準について、人口が減少していく状況の中で、子どもの広場等の類似

施設があるにもかかわらず、一律で各公民館区に２箇所とするのは適正なのか、設置基準

を見直す必要があると思われる。また、整備費の負担についても、地域の要望によって整備

費が増減するのではなく、市として予算の上限や負担の割合を定めるなど、見直すべきで

あると思われる。他局との総合調整を行い、市としての考え方を定める必要があると考え

ており、検討してもらいたい。どのような利用を想定しているのか。 

→（市民協働推進課長）ゲートボール、グランドゴルフ、ドッジボール、どんど焼き、防災

訓練などを想定している。 

→（市長公室長）ゲートボールはどれくらいの頻度なのか。 

→（市民協働推進課長）ゲートボールは週３回ほどであり、グランドゴルフは週２回ほど実

施されている。 

〇（市長公室長）消防団詰所との行き来は可能か。 

→（市民協働推進課長）細い道だが、徒歩であれば行き来は可能である。 

〇（市長公室長）民家への水道管について、切り回し工事を実施するのか、賃貸借契約を締結

するのか、どうするつもりなのか。 

→（市民協働推進課長）保育課との調整が必要だと考えている。おそらくかなり昔からこの

ような状態が続いており、既得権もあろうかと思われる。水道管をそのままに、使用料を

いただくことなども考えなければならないと認識している。 

→（市長公室長）何も承諾や契約はしてないのか。 

→（市民協働推進課長）現在、何もない。 

→（市長公室長）何かしら取り決めをする必要があると思われる。 

〇（市長公室長）防犯灯を撤去するとあるが、もう使えないのか。また、フェンスはどうする

のか。 

→（市民協働推進課長）老朽化しており、確認したところ危険であるため撤去したほうが良

いとのことで、建物と一緒に撤去される予定である。フェンスはそのまま残し、修繕して

利用する予定である。 

〇（市長公室長）維持管理費について、全国市長会市民総合賠償補償保険が記載されていな

いが、どうなっているのか。 

→（市民協働推進課長）管財課が一括して加入しているので、記載していない。 

〇（市長公室長）イエローゾーンであるため売却が難しいとのことだが、不動産業者への確

認はしているのか。 



（様式４） 
→（市民協働推進課長）資産税課へ確認し、候補地近辺での土地の売買は無いとの回答を得

ている。 

〇（市長公室長）改正条例案の前にふれあい広場を整備してよいのか。 

→（市民協働推進課長）総務法制課との調整では、供用開始前に条例を改正することが一般

的であると回答を得ている。 

→（総務法制課長）これまではそのようなスキームで進めている。 

→（市長公室長）本来であれば、予算と条例改正を同時に上程したあとに供用開始日等を設

定するのではないか。議会軽視とされてしまうのではないか。 

→（市民協働推進課長）改めて調整を進めてまいりたい。 

→（市長公室長）条例改正が、ふれあい広場の設置における議会の判断となるため、これま

でのスキームが正しかったのか、再度確認をしてもらいたい。 

→（総務法制課長）確認させていただく。 

→（市民協働推進課長）城山ふれあい広場を設置する際は、このようなスキームで進めてい

た。 

〇（市長公室長）事案調書では議会への情報提供なしとなっているのが、条例改正なので、部

会への説明するのではないか。 

→（市民協働推進課長）総務法制課の担当者との調整では、ふれあい広場の追加であるため

不要との回答を得ている。 

〇（財政局長）地域と直接やりとりする部署であり、一筋縄ではいかないことも理解してい

るが、可能な限りで取り組んでもらいたい。 

〇（市長公室長）確認が必要なところは、再度確認していただき、整備費をなるべく抑えてい

ただくとして、原案のとおり承認する。 

 

 

 

 

（２）結 果 

 〇原案のとおり承認する。 

 

 

 

以 上    

 

 

 


